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山
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育
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福
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二

○
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
六
項
第
七
十
一
号
」
を
「
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項

第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
第
五
十
条
第
五
号
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
及
び
第
七
号
か
ら
第

七
号
の
三
ま
で
並
び
に
第
五
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
第
五
十
条
第
七
号
の
三
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十

号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
八
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
八
号

ま
で
を
削
り
、
第
三
十
九
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
四
十
号
を
削
り
、
第
四
十
一
号
を
第
二
十
七
号

と
し
、
第
四
十
二
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
四
十
九
号
中
「
住
宅
地
区
改
良
法
」
の

下
に
「
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
」
を
削
り
、
同

号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
十
三
号
を
第

二
十
九
号
と
し
、
第
五
十
四
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
十
一
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
六

十
二
号
か
ら
第
七
十
号
ま
で
を
三
十
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
七
十
一
号
及
び
第
七
十
二
号
を
削
り
、

第
七
十
三
号
を
第
四
十
号
と
し
、
第
七
十
四
号
か
ら
第
七
十
六
号
ま
で
を
三
十
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

同
条
第
七
項
中
「
前
項
第
七
十
一
号
及
び
第
七
十
二
号
」
を
「
次
」
に
、
「
同
表
七
の
項
」
を
「
同

項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
受
給

資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

二
　
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

第
四
条
第
八
項
中
「
第
六
項
第
七
十
一
号
及
び
第
七
十
二
号
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
一
第
三
号
」
を
「
別
表
第
一
第
二
号
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
一
第
四
号
」
を
「
別
表
第
一
第
三
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
一
第
五
号
」
を
「
別
表
第
一
第
四
号
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
第
六
号
」
を
「
別
表
第
一
第
五

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
別
表
第
一
第
七
号
」
を
「
別
表
第
一
第

六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
別
表
第
一
第
八
号
」
を
「
別
表
第
一

第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
別
表
第
一

第
十
号
」
を
「
別
表
第
一
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表

第
一
第
十
一
号
」
を
「
別
表
第
一
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中

「
別
表
第
一
第
十
二
号
」
を
「
別
表
第
一
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十

三
項
中
「
別
表
第
一
第
十
三
号
」
を
「
別
表
第
一
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と

し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
別
表
第
一
第
十
四
号
」
を
「
別
表
第
一
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
十
二
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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二

第
六
条
の
三
の
見
出
し
中
「
特
別
な
」
を
「
特
別
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
五

項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
本
文
」
に
、
「
特
別
な
」
を
「
特
別
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
第
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
入
居
者
に
対
し
て
は
、
当
該
連
帯
保
証
人
を

立
て
る
こ
と
及
び
当
該
書
面
の
提
出
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

6
　
条
例
第
十
一
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
同
項

本
文
に
規
定
す
る
県
営
住
宅
の
家
賃
の
支
払
等
に
係
る
債
務
の
保
証
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

附
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（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
同

条
第
二
項
前
段
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
入
居
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
項
前

段
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
新
規
則
第
六
条
の
三
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
同
条
第
四
項

前
段
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
入
居
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
項
前
段
の
場
合

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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規
則
第
四
十
六
号

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
一
の
項
中
「
並
び
に
同
条
第
二
号
の
生
活
介
護
及
び
同
条
第
四
号
の
施
設
入
所
支
援
」

を
削
り
、
同
表
二
の
項
中
「
第
三
条
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
「
児
童
福
祉
法
」
の

下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
、
「
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
」
及
び
「
業
務
ご
と
の
」
を
削
り
、
同
条
の
表
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

入
所
定
員

入
所
期
間

入
所
資
格

前
条
の
表
一
の

項
の
定
員
内

入
所
の
日
か
ら
十
八
歳
（
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た

場
合
は
、
二
十
三
歳
）
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で

条
例
第
三
条
第
一
号

イ
に
掲
げ
る
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
七
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
第
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た

だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
入
居
者
に
対
し
て
は
、
当
該
連
帯
保
証
人
を

立
て
る
こ
と
及
び
当
該
書
面
の
提
出
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


